
(3)　連携図

(2)　修学における配慮
　障害のある学生が、学業・学生生活において
十分に個性と能力が発揮できるようサポートを
します。
　授業における情報保障やコミュニケーション
上の配慮、教室へのアクセス、支援機器などの
情報提供等、修学における機会の均等を確保
するための合理的配慮をすすめる支援をします。
　修学上困難なことがある学生への合理的配慮
のための個別支援、コミュニケーションスキル
トレーニング、居場所支援、就労支援などを実施
します。
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障害者支援推進委員会
障害者支援推進専門委員会

総長のリーダーシップの下、
障害者支援推進担当理事を中心に対応を検討します

キャンパスライフ・健康支援センター

● 健康相談室
● 学生相談室
● インクルージョン支援推進室
● 学生支援コーディネーター室

合
理
的
配
慮
申
請

合
理
的
配
慮
実
施

学生、教職員の健康相談、心理相談、障害者支援の相談・支援窓口です

学内のバリアフリー
ドミトリー

段差のない室内

車イス対応のキッチン 車イス対応のトイレとお風呂

(4) 学内のバリアフリー

バリアフリーな空間で
生活できます

ベビーカーを押す人、
車椅子ユーザー、高齢者らに
とって利用しやすいスロープ

多様なニーズに応える
福祉型駐車場

▲▲が大変です。

●●のとき、▲▲など

具体的には？

■■で対応したらどうだろう。

大学障害のある
学生

話し合い


